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第２ 用語の定義 

このマニュアルにおいて使用する用語は、法において使用する用語の例

によるほか、次の定義に従うものとする。 

（１）・（２） （略） 

（３）都道府県がん情報（法第２条第８項） 

本マニュアルにおいて「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情報の

うち、がんの初回の診断時におけるがんに罹患した者の住所として記録さ

れた都道府県のがんに係る情報及び病院等が届け出た都道府県のがんに係

る情報をいう。法第18条第１項、第19条第１項及び第21条８項の規定によ

り提供される情報を含む。 

（４）～（17） （略） 

 

第３～第７ （略） 

 

第８ 提供依頼申出者からの申出文書の受付 

（略） 

1. 提供依頼申出者の別と利用目的 

（１）提供を申し出ることができる者 

以下の者が提供を申し出ることができる。（中略） 

 （中略） 

 がんに係る調査研究を行う者（法第21条第3項、第4項、第8項及び第

9項） 

※法第21条の規定に基づく利用の審査においては、以下の点に留意するこ

と 

－ （中略） 

－ 法第21条第３項、第４項、第８項及び第９項に規定されている目的の

研究である場合には倫理審査が必要であるため、内部に倫理委員会を設置

していない事業者等は、大学や研究機関等の外部組織に倫理審査を依頼す

ること。 

（２） （略） 

 

2. 申出文書に記載を要する事項及び留意事項 

提供依頼申出者は、申出文書（様式例第2-1号又は様式例第2-2号）に次の(

1)から(17)までに掲げる事項についての記載をする。 

第１ （略） 

 

第２ 用語の定義 

このマニュアルにおいて使用する用語は、法において使用する用語の例

によるほか、次の定義に従うものとする。 

（１）・（２） （略） 

（３）都道府県がん情報（法第２条第８項） 

本マニュアルにおいて「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情報の

うち、がんに罹患した者の当該がんの初回の診断に係る住所として記録さ

れた都道府県のがんに係る情報及び病院等が届け出た都道府県のがんに係

る情報をいう。法第18条第１項、第19条第１項及び第21条８項の規定によ

り提供される情報を含む。 

（４）～（17） （略） 

 

第３～第７ （略） 

 

第８ 提供依頼申出者からの申出文書の受付 

（略） 

1. 提供依頼申出者の別と利用目的 

（１）提供を申し出ることができる者 

以下の者が提供を申し出ることができる。（中略） 

 （中略） 

 がんに係る調査研究を行う者（法第21条第3項、第4項、第8項及び第

9項） 

※法第21条の規定に基づく利用の審査においては、以下の点に留意するこ

と 

－ （中略） 

－ 法第20条並びに第21条第３項、第４項、第８項及び第９項に規定され

ている目的の研究である場合には倫理審査が必要であるため、内部に倫理

委員会を設置していない事業者等は、大学や研究機関等の外部組織に倫理

審査を依頼すること。 

（２） （略） 

 

2. 申出文書に記載を要する事項及び留意事項 

提供依頼申出者は、申出文書（様式例第2-1号又は様式例第2-2号）に次の(



 

 

＜項目一覧＞ 

（略） 

 

＜項目の内容及び留意事項＞ 

（１）・（２） （略） 

（３） 情報の利用目的、必要性及び研究方法 

情報を利用して実施する調査研究に期待する意義及びその結果を具体的に

記載する。提供依頼申出者の別及び利用目的に応じて、情報を提供できる

根拠と提供できる情報が異なるため、記載に当たっては「第7 提供依頼申

出者の別と申出可能な利用目的及び利用例」を確認すること。また、以下

の書類添付等が必要となることに留意すること。 

・ 根拠となる法律条文が法第17条、第18条、第19条並びに第21条第1項及

び第2項（研究目的が「国、都道府県、市町村のがん対策の企画立案又は実

施に必要ながんに係る調査研究」のため）の場合、当該情報を利用して実

施する調査研究が、申出を行う当該機関の活動にとって必要不可欠である

ことを証明する書類（様式例第3-1号）を添付する。 

・ 法第20条に基づく提供依頼において、がんに係る調査研究のために利

用する場合は、提供される情報（生存確認情報等）を利用して当該病院等

で実施予定の調査研究の利用目的、必要性及び研究方法を全て記載する。

院内がん登録のための場合は、情報の利用目的として「院内がん登録のた

め」をチェックする。 

（削除） 

 

 

（４）・（５） （略） 

（６） 提供依頼申出者 

提供依頼申出者はその属性に応じ、以下のとおり記載する。 

・（略） 

・個人が提供依頼申出者である場合、本人確認及び所在確認のため、当該

個人の生年月日及び住所等を記載する。複数の個人による申出の場合には

、その代表者を提供依頼申出者とすること。なお、氏名については、新姓

と旧姓の併記も可である。 

（7） 利用者 

利用者には、提供された情報及び中間生成物の集計・加工の作業に直接携

1)から(17)までに掲げる事項についての記載をする。 

 

＜項目一覧＞ 

（略） 

 

＜項目の内容及び留意事項＞ 

（１）・（２） （略） 

（３） 情報の利用目的、必要性及び研究方法 

情報を利用して実施する調査研究に期待する意義及びその結果を具体的に

記載する。提供依頼申出者の別及び利用目的に応じて、情報を提供できる

根拠と提供できる情報が異なるため、記載に当たっては「第7 提供依頼申

出者の別と申出可能な利用目的及び利用例」を確認すること。また、以下

の書類添付等が必要となることに留意すること。 

・ 根拠となる法律条文が法第17条、第18条、第19条並びに第21条第1項及

び第2項（研究目的が「国、都道府県、市町村のがん対策の企画立案又は実

施に必要ながんに係る調査研究」のため）の場合、当該情報を利用して実

施する調査研究が、申出を行う当該機関の活動にとって必要不可欠である

ことを証明する書類を添付する。 

・ 法第20条に基づく提供依頼の場合には、提供される情報（生存確認情

報等）を利用して当該病院等で実施予定の調査研究全ての利用目的、必要

性及び研究方法を記載する。 

 

 

・ 調査方法については、研究方法として研究計画書等の書類を添付し、

申出文書には情報を利用して実施する予定の調査研究方法について、具体

的に記載する。 

（４）・（５） （略） 

（６） 提供依頼申出者 

提供依頼申出者はその属性に応じ、以下のとおり記載する。 

・（略） 

・個人が提供依頼申出者である場合、本人確認及び所在確認のため、当該

個人の生年月日及び住所等を記載する。複数の個人による申出の場合には

、その代表者を提供依頼申出者とすること。 

 

（7） 利用者 



 

わる者を記載する。全ての利用者（調査研究の一部を委託する場合には、

委託先の利用者も含む。）は、その所属機関名、職名、氏名等を記載し、

本マニュアルの内容を遵守する旨を認め記名した誓約書を添付する。ただ

し、法第20条に基づく申請においては、病院等の管理者を利用者と記載し

、利用目的が院内がん登録のための場合は、病院等の管理者以外は省略可

とする。なお、氏名については、新姓と旧姓の併記も可である。 

なお、公表前確認が終わっていない成果物はすべて中間生成物とみなされ

るが、図表のような集計・統計結果を示すものに限っては、以下の３つの

条件をすべて満たす場合にのみ、公表前確認を受けずに、利用者に含まれ

ない国内の者との供覧を可能とする。 

1. （略） 

2. 提供依頼申出者及び統括利用責任者の責任において、前述の集団外に

資料を持ち出さないことが確約されていること（資料を配布しないなど）

。 

3. （略） 

（８）～（10） （略） 

（11） 利用期間 

希望する利用期間を記載する。なお、始期は、「情報の提供を受けた日」

である。利用期間は、（5）情報の利用目的、必要性及び研究方法及び（13

）調査研究成果の公表方法から逆算して、必要十分な期間を設定すること

。ただし、利用期間に設定可能な限度は、原則情報の利用の提供を受けた

日から5年を経過した日の属する年の12月31日までとする。利用目的からみ

て合理的な理由がある場合は、審議会等の意見を聴いた上で、利用期間を5

年以上15年以内とすることができる。病院等においては、院内がん登録を

用いた10年生存率の算出等、５年を超えた解析を行うことが想定されるこ

とから、法第20条による利用の場合、申請時点で利用期間を最大15年に設

定できる。 

なお、利用期間は情報の提供の都度定められるものであるため、利用期間

を延長する必要がある場合は、提供された情報ごとに利用期間の終期を変

更するよう、変更申出を行う必要がある。 

（12） 利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法 

利用者による情報の適切な管理等（法第25条及び第30条）が確実に遵守で

きるよう、利用する情報に合わせ、別添２「利用者が行う安全管理措置」

に記載の対策が全て講じられている場合、「利用する情報に合わせ、別添

２『利用者が行う安全管理措置』に記載の対策が全て講じられていること

利用者には、提供された情報及び中間生成物の集計・加工の作業に直接携

わる者を記載する。全ての利用者（調査研究の一部を委託する場合には、

委託先の利用者も含む。）は、その所属機関名、職名、氏名等を記載し、

本マニュアルの内容を遵守する旨を認め記名した誓約書を添付する。 

 

 

 

なお、公表前確認が終わっていない成果物はすべて中間生成物とみなされ

るが、図表のような集計・統計結果を示すものに限っては、以下の３つの

条件をすべて満たす場合にのみ利用者に含まれない者との供覧を可能とす

る。 

1. （略） 

2. 申出者の責任において、前述の集団外に資料を持ち出さないことが確

約されていること（資料を配布しないなど）。 

3. （略） 

 

（８）～（10） （略） 

（11） 利用期間 

希望する利用期間を記載する。なお、始期は、「情報の提供を受けた日」

である。利用期間は、（5）情報の利用目的、必要性及び研究方法及び（13

）調査研究成果の公表方法から逆算して、必要十分な期間を設定すること

。ただし、利用期間に設定可能な限度は、原則情報の利用の提供を受けた

日から5年を経過した日の属する年の12月31日までとする。利用目的からみ

て合理的な理由がある場合は、審議会等の意見を聴いた上で、利用期間を5

年以上15年以内とすることができる。病院等においては、院内がん登録を

用いた10年生存率の算出等、５年を超えた解析を行うことが想定されるこ

とから、法第20条による利用の場合、申請時点で利用期間を最大15年に設

定できる。 

 

 

 

（12） 利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法 

利用者による情報の適切な管理等（法第25条及び第30条）が確実に遵守で

きると認められる利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法につい

て具体的に記載する。利用者又は利用する情報ごとに、利用場所、利用す



 

」をチェックする。利用者又は利用する情報ごとに、利用場所、利用する

環境、保管場所、管理方法及び利用後の処理が異なる場合は、その旨も併

せて明記する。ただし、法第20条に基づく申請においては、病院等におけ

るがん登録の運用マニュアルに準じた対策が講じられている場合、「病院

等におけるがん登録の運用マニュアルに準じた対策が講じられている」を

チェックする。 

なお、上記記載に際し、別添２「利用者が行う安全管理措置」に従い情報

の管理を行う。 

 

（13） 倫理審査の状況 

法第21条 第３項、第４項、第８項及び第９項に規定されている目的の研究

である場合には、原則として倫理審査が必要である。倫理審査の状況とし

て、承認又は未承認をチェックする。また、承認の場合、倫理審査承認を

証明する文書（倫理審査承認通知等）を添付する。未承認の場合は、倫理

審査の承認見込み時期等を記載し、後日、倫理審査承認通知等を窓口組織

へ提出する。なお、原則として、情報の提供は、倫理審査承認通知等の提

出後に受けることができる。 

（14） 同意書または同意代替措置を示す書類 

  第21条第3項又は第21条第8項の規定に基づく情報の利用の場合、研究

参加者の同意書又は同意代替措置が講じられていることを示す書類を添付

する。同意の取得及び同意代替措置に関しては「3. 同意について」を参照

する。 

（15）～（17） （略） 

3. 同意について 

がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情

報の提供を受ける場合には、生存者については、当該がんに罹患した者か

ら全国がん登録情報又は都道府県がん情報が提供されることについて、同

意を得ている必要がある（法第21条第3項第4号及び第8項第4号）。なお、

当該情報のオプトアウトによる第三者提供は認めていない。 

（削除） 

 

 

 

 

3.1 同意を取得する場合 

る環境、保管場所及び管理方法が異なる場合は、その旨も併せて明記する

。 

 

 

 

 

 

なお、上記記載に際し、別添２「利用者が行う安全管理措置」に従い情報

の管理を行う。 

 

（13） 倫理審査の状況 

倫理審査の状況として、承認又は未承認をチェックする。また、承認の場

合、倫理審査承認を証明する文書（倫理審査承認通知等）を添付する。 

 

 

 

 

 

（14） 同意書または同意代替措置を示す書類 

  第21条第3項又は第21条第8項の規定に基づく情報の利用の場合、研究

参加者の同意書又は同意代替措置が講じられていることを示す書類を添付

する。同意の取得及び同意代替措置に関しては「2. 同意について」を参照

する。 

（15）～（17） （略） 

3. 同意について 

がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情

報の提供を受ける場合には、生存者については、当該がんに罹患した者か

ら全国がん登録情報又は都道府県がん情報が提供されることについて、同

意を得ている必要がある（法第21条第3項第4号及び第8項第4号）。なお、

当該情報のオプトアウトによる第三者提供は認めていない。 

同意および同意代替措置については、「がんに係る調査研究を行う者が

、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を申し出る場合に必要と

される同意の取得および同意代替措置に関する疑義解釈資料の送付につい

て」（令和５年４月７日事務連絡）の別紙「疑義解釈資料」も参照するこ

と。 



 

当該がんに罹患した者から、がんに係る調査研究のために全国がん登録情

報又は都道府県がん情報が提供されることについて、書面等の形式で適切

に同意を得ていることが分かる書類を添付するものとする。ただし、小児

がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合においては、「人を対

象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（令和３年文部科学省

・厚生労働省・経済産業省告示第1号）の「第4章第9代諾者等からインフォ

ームド・コンセントを受ける場合の手続等」に準じることとし、その旨が

分かる書類も添付するものとする。 

なお、同意書には、以下を充足している必要がある。 

ア 以下の内容を説明文書に記載していること 

・ 当該調査研究を行う者が、対象者の全国がん登録情報又は都道府県

がん情報の提供を受け、調査情報と紐づけて集計や解析を行うこと 

・ 全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供の申出を行う際は、

対象者の個人情報（氏名、生年月日、住所、等）を国立がん研究セ

ンターに送付すること 

イ 全国がん登録情報又は都道府県がん情報の説明及び提供を受けた情報

の利用方法に関する説明を、説明文書または別添資料として配布してい

ること（ホームページに公開し説明文書にリンクを示す等の対応も可） 

 

イの「全国がん登録情報の説明」については、国立がん研究センターウェ

ブサイト「がん登録」（https://ganjoho.jp/public/institution/regist

ry/national.html）を利用することでも構わない。ウェブサイトを引用し

て説明を行う場合は、URL等が変更となる可能性があるため、適宜確認及び

情報の更新を行うこと。 

また、「がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府

県がん情報の提供を申し出る場合に必要とされる同意の取得および同意代

替措置に関する疑義解釈資料の送付について」（令和５年４月７日事務連

絡）の別紙「疑義解釈資料」の前に取得された同意については、それが適

切な同意と認められる場合には、上記の直接的な説明が無い場合であって

も、情報の提供（利用）を継続して差し支えない。ただし、説明が不足し

ている場合には、対象者に対して追加の説明を通知する、ホームページ等

で公表する等により追加対応を行うことが望ましい。 

なお、上記内容を充足していた場合でも、同意取得の適切性に疑念があ

る場合には、同意を取得できていないと判断を下す場合もある。 

 

2.1 同意を取得する場合 

当該がんに罹患した者から、がんに係る調査研究のために全国がん登録情

報又は都道府県がん情報が提供されることについて、書面等の形式で適切

に同意を得ていることが分かる書類を添付するものとする。ただし、小児

がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合においては、「人を対

象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（令和３年文部科学省

・厚生労働省・経済産業省告示第1号）の「第4章第9代諾者等からインフォ

ームド・コンセントを受ける場合の手続等」に準じることとし、その旨が

分かる書類も添付するものとする。 

なお、同意書には、以下の記載が必要である。 

・ 全国がん登録の説明 

・ 当該調査研究のため、がんに罹患した場合には、当該調査研究を行う

者が、対象者の全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けるこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 同意代替措置が講じられている場合 

（中略） 

提供依頼申出者は、申請を行うがんに係る調査研究について「調査研究を

行う者が講ずる同意代替措置に関する指針」（平成27年12月厚生労働省告

示第471号）に即した措置（※）が講じられている場合、様式例第2-1号と

同時に、以下の書類を添付して提出することとする。 

・ 同意代替措置が講じられていることがわかる書類 

・ （1）に該当する場合は、その旨証明する書類 

・ （2）の認定を受けようとする場合は、実施計画及び様式例3-2号の書

類 

 

都道府県の窓口組織では、（２）の認定を受けようとする提供依頼申出

者から提供の申出を受け付けた場合、必要書類を厚生労働省に送付し、当

該調査研究が厚生労働大臣の認定を受けた後に、当該研究への情報の提供

に係る審査を審議会その他の合議制の機関で行うものとする。 

 

（※）「調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針」（平成27

年12月厚生労働省告示第471号）第二に定められている以下の措置のこと。 

一 適切な情報公開 

がんに係る調査研究を行う者が、調査研究対象者に係る全国がん登

録情報等の提供を受けるに当たり、次に掲げる情報を、当該がんに係

る調査研究を行う者の属する機関のホームページにおいて十分な期間

掲載する等、調査研究対象者等が容易に知り得る状態で適切に公開す

ること。 

(１) 調査研究対象者の範囲、調査研究の目的、全国がん登録情報等の

提供を受けることその他の調査研究の概要に関すること 

(２) 全国がん登録情報等の利用目的 

(３) 全国がん登録情報等に係る個人情報の取扱いに関すること 

(４) 施行日後に改めて本人同意を得ることができない理由及び本指針

の概要 

二 調査研究対象者等が当該がんに係る調査研究のために全国がん登録

情報等が提供されることについて拒否できる機会の保障 

がんに係る調査研究を行う者に調査研究対象者に係る全国がん登録

情報等が提供されることについて、調査研究対象者等が拒否できる機

会を保障するため、次に掲げる情報を、当該がんに係る調査研究を行

 

2.2 同意代替措置が講じられている場合 

（中略） 

提供依頼申出者は、申請を行うがんに係る調査研究について「調査研究を

行う者が講ずる同意代替措置に関する指針」（平成27年12月厚生労働省告

示第471号）に即した措置が講じられている場合、様式例第2-1号と同時に

、以下の書類を添付して提出することとする。 

・ 同意代替措置が講じられていることがわかる書類 

・ （1）に該当する場合は、その旨証明する書類 

・ （2）の認定を受けようとする場合は、実施計画及び様式例3-2号の書

類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

う者の属する機関のホームページにおいて十分な期間掲載する等、調

査研究対象者等が容易に知り得る状態で適切に公開すること。 

(１) 迅速に対応できる事務局の連絡先 

(２) 全国がん登録情報等が当該がんに係る調査研究に利用されるこ

とを拒否することによって調査研究対象者等が不利益な取扱いを

受けない旨 

なお、当該機会を保障するに当たっては、あらかじめ拒否をするた

めの文書様式を用意すること等により、研究対象者等が容易に拒否で

きるようにすること。 

 

第9 審査 

1. 審査担当部署 

情報の提供については、原則として、窓口組織が第3で作成した事務処理

要綱に従って形式の点検を行い、審議会等が内容の審査を行うものとする

。 

ただし、病院等への提供に該当する申出の場合（法第20条）は、審議会

等の意見を聴くこととされていないが、窓口組織が事務処理要綱に従って

形式の点検を行い、必要に応じて審議会等に意見を聴くものとする。 

全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合は、提供の決定について

厚生科学審議会がん登録部会、全国がん登録情報の利用と提供に関する審

議会等の意見を聴くものとする。なお、本審査のための委員会は、定期的

に開催されることが望ましい。 

（以下略） 

 

2. （略） 

 

3. 申出に対する審査の基本的な考え方 

個々の申出については、「第8-2申出文書に記載を要する事項」ごとに、

様式例第2-1号又は2-2号の別紙１を用いて窓口組織が形式の点検を行い、

基準を満たす場合には審議会等において以下の「表 全国がん登録情報の

提供の審査の方向性」（以下「審査の方向性」という。）を参考に審査を

行う。ただし、病院等からの申出の場合（法第20条）には、審議会等の意

見を聴くこととされていないが、窓口組織が事務処理要綱に従って形式の

点検を行い、必要に応じて審議会等に意見を聴くものとする。また、国際

共同研究等、国外に在る者が情報を利用する可能性がある場合には、「第1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第9 審査 

1. 審査担当部署 

情報の提供については、原則として、窓口組織が第3で作成した事務処理

要綱に従って形式の点検を行い、審議会等が内容の審査を行うものとする

。 

ただし、病院等への提供に該当する申出の場合（法第20条）は、審議会

等の意見を聴くこととされていないが、窓口組織が事務処理要綱に従って

形式の点検を行い、必要に応じて審議会等に意見を聴くものとする。 

全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合は、提供の決定について

厚生科学審議会がん登録部会全国がん登録情報の利用と提供に関する審議

会等の意見を聴くものとする。なお、本審査のための委員会は、定期的に

開催されることが望ましい。 

（以下略） 

 

2. （略） 

 

3. 申出に対する審査の基本的な考え方 

個々の申出については、「第8-2申出文書に記載を要する事項」ごとに、

以下の「表 申出に対する審査の基本的な考え方及び窓口組織による形式

点検事項」に基づき窓口組織が形式の点検を行い、基準を満たす場合には

審議会等において以下の「表 全国がん登録情報の提供の審査の方向性」

（以下「審査の方向性」という。）を参考に審査を行う。ただし、病院等

からの申出の場合（法第20条）には、審議会等の意見を聴くこととされて

いないが、窓口組織が事務処理要綱に従って形式の点検を行い、必要に応



 

6 利用者に国外に在る者を含む場合の情報提供について」を参照の上審査

を行うこと。 

 

表 全国がん登録情報の提供の審査の方向性 

 
 

4・5 （略） 

 

第10・第11 （略） 

 

第12 （略） 

厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、利用者に、

公表予定の内容について公表前に窓口組織に報告を依頼する。なお、法第2

0条に基づき提供された生存確認情報については、公表することが必須では

ない。 

（以下略） 

 

第13 （略） 

 

第14 不適切利用への対応 

利用者は、法の規定により提供を受けた情報の管理、利用及び提供、保

有、秘密保持義務等について、不適切な行為を行った場合には、罰則が適

用される（法第25条から第34条まで及び法第52条から第60条まで）。 

 

第15 （略） 

 

第16 利用者に国外に在る者を含む場合の情報提供について 

じて審議会等に意見を聴くものとする。また、国際共同研究等、国外に在

る者が情報を利用する可能性がある場合には、「第16 利用者に国外に在

る者を含む場合の情報提供について」を参照の上審査を行うこと。 

 

表 全国がん登録情報の提供の審査の方向性 

 
 

4・5 （略） 

 

第10・第11 （略） 

 

第12 調査研究成果の公表前の確認 

厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、利用者に、

公表予定の内容について公表前に窓口組織に報告を依頼する。 

（以下略） 

 

 

 

第13 （略）  

 

第14 不適切利用への対応 

利用者は、法の規程により提供を受けた情報の管理、利用及び提供、保

有、秘密保持義務等について、不適切な行為を行った場合には、罰則が適

用される（法第25条から第34条まで及び法第52条から第60条まで）。 

 

第15 （略） 

 



 

（中略） 

1. 匿名化された全国がん登録情報 

匿名化された全国がん登録情報（※１）について、国外へのデータ提供

が生じる場合、提供依頼申出者は、厚生労働大臣へ申し出ることとし、国

外の利用者における情報管理等についても共同で責任を負う必要がある。

国外に在る者が提供依頼申出者になることはできない。 

（以下略） 

2. 匿名化された都道府県がん情報 

2.1. がん登録法施行後（2016年以降）の診断症例の場合 

（中略） 

2.2. がん登録法の施行前（2015年以前）及び施行後（2016年以降）をい

ずれも含む場合 

従来どおり、都道府県に申し出ることとし、提供依頼申出者の条件は、

上記2.1のこれまでに提供実績のない研究課題の場合と同様とする。 

 

（※）2.1及び2.2の場合、都道府県は、利用者に国外に在る者を含む場

合に情報を提供する場合、国立がん研究センターに相談すること。また

、事務連絡「全国がん登録情報・都道府県がん情報の国外提供に係る対

応について」（令和５年６月26日）に基づき、該当する情報提供の審議

完了後２か月以内を目途に様式例第７号を用いて報告すること。 

 

 

図説 事務処理の流れ 
 

（略） 

図1～図4 （略）  

図5 市町村等への提供（第19条） 

 

 

 

第16 利用者に国外に在る者を含む場合の情報提供について 

（中略） 

1. 匿名化された全国がん登録情報 

匿名化された全国がん登録情報（※１）について、国外へのデータ提供

が生じる場合、提供依頼申出者は国外の利用者における情報管理等につい

ても共同で責任を負う必要がある。国外に在る者が提供依頼申出者になる

ことはできない。 

（以下略） 

2. 匿名化された都道府県がん情報 

2.1. がん登録法施行後（2016年以降）の診断症例の場合 

（中略） 

2.2. がん登録法の施行前（2015年以前）及び施行後（2016年以降）をい

ずれも含む場合 

従来どおり、都道府県に申し出ることとし、提供依頼申出者の条件は、

上記2.1のこれまでに提供実績のない研究課題の場合と同様とする。 

 

（※）2.1及び2.2の場合、都道府県は、利用者に国外に在る者を含む場

合に情報を提供する場合、国立がん研究センターに相談すること。また

、事務連絡「全国がん登録情報・都道府県がん情報の国外提供に係る対

応について」（令和５年６月26日）に基づき、該当する情報提供の審議

完了後２か月以内を目途に様式例第８号を用いて報告すること。 

 

 

図説 事務処理の流れ 
 

（略） 

図1～図4 （略） 

図5 市町村等への提供（第19条） 



 

 
 

図6 （略） 

 

別添１ 様式例 
 

 

様式例一覧及び様式の主な改訂点 

様式一覧 

（略） 

 

「全国がん登録 情報の提供マニュアル（第４版）」の様式（旧様式例）

からの主な改訂点  

（削除） 

 

 

 
 

図6 （略） 

 

別添１ 様式例 
 

 

様式例一覧及び様式の主な改訂点 

様式一覧 

（略） 

 

「全国がん登録 情報の提供マニュアル（第４版）」の様式（旧様式例）

からの主な改訂点  

①利用内容
の検討

⑦データの
利用

⑧公表

⑩データの
廃棄

②申出文書提出

窓口組織

③申出受
付・文書の
形式点検

⑥データの提供

病院等 都道府県

都道府県
がん登録
室

⑤データの
作成

④
デ
ー
タ

作
成
指
示

⑨公表前確認依頼

⑪廃棄・実績報告



 

 

 

 

 

 

 

 

様式例第１号（全国がん登録情報及びその匿名化が行われた情報の管理リ

スト）  

（略） 

 

様式例第１号 別紙1 登録情報 

（略） 

 

様式例第2-1号 （情報の提供（病院等への提供を除く）依頼申出文書） 

 
 

様式例第１号（全国がん登録情報及びその匿名化が行われた情報の管理リ

スト）  

（略） 

 

様式例第１号 別紙1 登録情報 

（略） 

 

様式例第2-1号 （情報の提供（病院等への提供を除く）依頼申出文書） 

 

 



 

 
 

 
 



 

 

様式例第2-1号 別紙1 

 

 

様式例第2-1号 別紙1 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

様式例第2-1号 別紙2 

 
様式例第2-2号（病院等の管理者からの提供依頼申出文書） 

（略） 

 

様式例第2-2号 別紙1 

 

様式例第2-1号 別紙2 

 
様式例第2-2号（病院等の管理者からの提供依頼申出文書） 

（略） 

 

様式例第2-2号 別紙1 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

様式例第2-3号 （全国がん登録情報等の利用に関する誓約書） 

 
 

 

 

 

様式例第2-3号 （全国がん登録情報等の利用に関する誓約書） 

 



 

 
（以下略） 

 
（以下略） 



 

様式例第2-4号 （略） 

 

様式例第2-4号 別紙１ （略） 

 

様式例第2-4号 別紙２（改変履歴） 

※過去に行った変更申出がある場合は全て列記する（審議会等の審査を受

けていないものを含む）。 

 

 

様式例第2-4号 （略） 

 

様式例第2-4号 別紙１ （略） 

 

様式例第2-4号 別紙２（改変履歴） 

※過去に行った変更申出がある場合は全て列記する（審議会等の審査を受

けていないものを含む）。 

 

 

 
 



 

様式例第3-1号～第6号 （略） 

 

様式例第7号 （都道府県がん情報の国外提供に関する報告書） 

様式例第3-1号～第6号 （略） 

 

様式例第7号 （都道府県がん情報の国外提供に関する報告書） 



 

 
 

 



 

 


